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　平成21年 ４ 月１０日にとりまとめられました
「経済危機対策」に基づき、三つの税制改正が
盛り込まれ、改正法案が ６月１９日に可決されま
した。

（ １）住宅取得のための金銭贈与に係る
贈与税の時限的軽減措置

　平成21年 1 月 1 日から平成22年12月31日まで
の間に、20才以上の人が直系尊属（父母や祖父
母）から居住用家屋の取得に充てるために金銭
の贈与を受けた場合には、贈与された金銭のう
ち500万円までの金額については、贈与税を課
さないことになりました。この500万円の枠は、
従来の控除枠に合わせて使うことができます。

（ ２）中小企業の交際費課税の軽減
　資本金が 1億円以下の企業に適用されている
交際費等の定額控除限度額が現行の400万円か
ら600万円に引き上げられました。これにより、
年間の交際費が400万円を超える企業にとって
は損金に算入できる額が増え、結果として税金
が少なくなる可能性があります。損金に算入さ
れるのは、定額控除限度額に達するまでの交際
費金額の９０％です。この改正は、既に申告済み
のものも含め、平成21年 4 月 1 日以後に終了す
る事業年度分から適用されます。

（ 3）研究開発税制の拡充
　試験研究費の総額に係る税額控除制度等につ

いて、平成21年 4 月 1 日から平成23年 3 月31日
に開始する事業年度において税額控除ができる
限度額が法人税額の20％から30％へと引き上げ
られるとともに、その間の税額控除限度超過額
について、その後平成25年 3 月31日までに開始
する年度において税額控除の対象とすることが
できるようになります。
　なお，既に改正されていた中小企業関係の主
な改正は次の通りです｡

（ １）中小法人等の軽減税率の引き下げ
　中小法人等の平成21年 ４ 月 １ 日から平成23年
３ 月31日までの間に終了する各事業年度の所得
金額のうち、年800万円以下の金額に対する法
人税の軽減税率を18％（現行22％）に引き下げ
ました。

（ ２）中小法人等の欠損金の繰戻還付の実施
　青色申告書を提出している中小法人等の平成
21年 2 月 1 日以後に終了する各事業年度におい
て生じた欠損金額については、欠損金の繰戻し
による還付制度の適用を受けることができるこ
ととされました。
　この制度の適用を受けるためには、欠損金額
が生じた事業年度の確定申告書を期限内に提出
し、かつ、その提出と同時に、納税地の所轄税
務署長に所定の事項を記載した還付請求書を提
出する必要がありますのでご注意ください。
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